
①申請書受理通知
②書類の審査等
③解散認証書その謄本交付

清算結了登記
（清算結了から２週間以内）

県に清算結了届
（登記後遅滞なく）

【債権申出書の官報公告】
第１回（令和　　年　　月　　日）
第２回（令和　　年　　月　　日）
第３回（令和　　年　　月　　日）
（清算人就任の日から２か月以内に
　第１回目の公告）

【催告】
知れたる債権者

印鑑届・解散及び清算人就任登記
（認証書の交付を受けた日から２週間以内）

県に解散及び清算人就任届
（登記後遅滞なく）

県に解散認証申請

【福島県の手続き】
（標準処理期間１か月）

宗教法人解散（任意）手続きの流れ
（宗教法人法（昭和26年法律第126号）による）

総会、総代会等同意 責任役員会の議決 包括宗教団体の承認

【公告】
信者その他の利害関係者
（公告期間２か月以上）


